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《論説〉

フランスの休日労働

山崎文夫

はじめに

わが国では，休日労働は，労働基準法36条により時間外労働と一括して規

定されているためか，時間外労働と区別することなく論じられてきており，

休日労働そのものについては，学説・判例とも，それほど論議をしてこなか
（１）

った状況1こある。しかし，労働者の私生活保護や健康確保・過労死防止を考

えるうえては，時間外労働にもまして，休日労働こそが重要である。また，

最近では，バカンスの権利が論じられているが，日常の休息という点では，

休日にまさるしのばない。

フランスでは，休日労働は立法上厳格に制限されており，法定外休日であ

る土曜日の労働に関しても一連の破段院判決が下され，制限的な議論が展開

されている（破穀院社会部1987年７月２日の判決，1991年５月16日の判決，

1991年11月27日の判決)。本稿は，このようなフランスの休日労働にかかわ

る制度・議論を紹介し，わが国における休日労働の限界に示唆を得ようとす

るものである。

休日労働法制と休日労働

１時間外労働法制

フランスの法定労働時間は，現在，週39時間である（労働法典Ｌ,212-1)。
（２）

これＩこ，「異常な労働増大」に対応するために，労働監督官と企業委員会

(それがないときは従業員代表）への事前の届出・通知だけで用いることが
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できる年間130時間の年間時間外労働枠が設定されており（し212-6,Decr・

no82-101du27janv､1982)，最長労働時間も，１日10時間（し212-1,aL2)，

特定週で48時間，１２週平均で46時間と定められている（Ｌ２１２－７，ａＬ２)。

時間外労働の割増賃金は，週の法定労働時間を超える最初の８時間について

は25％増し，その後は50％増しである（Ｌ212-5)。さらに，週42時間を超

える部分については50％の代償休暇（８時間分で休暇１日発生）が義務づけ

られている（L212-5-l)。これらの規定に違反する企業長には刑事罰が科

される（Ｒ261-3,Ｒ261-4.第４級違警罪の罰金・５千フラン以上。罰金

は違法に使用された労働者の数だけ倍される)。

この年間時間外労働枠を超えて労働させるためには，使用者は，企業委員

会等の意見を聴いたのちに労働監督官の許可を得るか（L､212-7)，部門別

の拡張協約による年間時間外労働枠の変更が必要である（し212-6,ａ1.2)。

この時間外労働に対しては，前記の割増賃金・５０％の代償休暇の他に，５０％

の代償休暇が義務づけられている（し212-5-1,ａＬ２)。これにより，年間

時間外労働枠を超えた労働については，通常の賃金の2.5倍以上の費用がか

かる計算になっており，法律はその使用につきかなり抑制的である。

１日10時間の最長労働時間についても，部門別拡張協約および企業協約で

規定すれば，１日12時間まで延長することが可能である（、212-16)。こ

の場合，割増賃金などについては前記のとおりである。このほか，災害時の

緊急労働など異常な労働増大を引き起こす「例外的状況」については，週６０

時間を超えない範囲で一定期間時間外労働が許可される等の特例がある（L，

212-7,ａ1.3,4)。

２休日労働法制
（３）

フランス労働法典は，休日につき二つの原貝Ｉを定める。ひとつは，週休制

の原則（principedureposhebdomadaire）であり，使用者は同一労働者を週

に６日を超えて使用することはできない（Ｌ221-2,221-4)。もうひとつは，

日曜休日の原則（principedureposdominical）であり，休日は日曜日（午前
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０時から24時まで）に付与されなければならない（し221-5)。しかも，休

日は従業員に一斉に与えなければならない（L,221-6)。これらの規定に違

反する企業長には刑事罰が科される（Ｒ262-1.第５級違警罪の罰金・1万

フラン以上。罰金は違法に使用された労働者の数だけ倍される)。しかし，

この二つの原則には，例外がある。

（１）週休制の原則の適用除外

週休制の原則の例外には，一時的適用除外と恒久的適用除外とがある。い

ずれもわが国の休日労働に対応するものである。ただし，その対象・態様・

条件が法定されており，かなり限定的である。

１）一時的適用除外

一時的適用除外には，次の態様がある。

（a）緊急労働のための休日の停止

救助措置を組織し，急迫する事故を防止し，または施設・材料・設備に生

じた事故を復旧するために緊急労働が必要な場合，使用者は，緊急労働に必

要な従業員について休日を停止することができる（Ｌ221-12,221-14)。

わが国労基法33条1項の災害時等の休日労働にあたるものである。これに必

要な労働時間は時間外労働になるが，年間130時間の年間時間外労働枠には

算入されない。

（b）季節的産業における休日繰延べ

休日に等しい代償休暇付与と，できるだけ労働者が日曜日月２回以上の休

日を取得することを条件とする（Ｌ２２１－２ＬＲ､221-8)。詳細はデクレによ

り決定される。

（c）劣化しやすい材料を取り扱う産業又は異常な労働増大を招く産業に

おける休日の月２回停止

最高年６日まで許される。適用事業は，ベーカリー，青果店，精肉店，鮮

魚店，ホテル，レストラン，クリーニング，印刷所などである（し221-22,

Ｒ221-9)。詳細はデクレにより決定される。停止された休日における労動
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I土時間外労動となるが、その時間は各デクレが定める所定の保証時間枠に算

入される（し221-22,aL2)。

（d）港湾，船着場，駅の荷役に関する許可による一時的適用除外（し

221-20）

２）恒久的適用除外

恒久的適用除外には，次の態様がある。いずれも許可を要しない。

（a）発電機，機械注油および保守に従事する労働者に対する週半日の短

縮休日

２半日休日につぎ１日の代償休暇付与を要する（Ｌ、221-13)。

（b）商工業施設警備員およびコンシエルジュと呼ばれる建物の門番兼管

理人に対する代償休暇による代替（Ｌ221-15）

なお，フランスには，関係するすべての使用者団体および労働組合の間に

協約が締結された場合に，その申し立てに基づき，知事が，一定の地域にお

いて，休日にある職業の事業場を公衆から閉鎖することを命じることができ

る強制事業場閉鎖（閉店）制度がある（L221-l7)。

（２）日曜休日の原則の適用除外

日曜休日の原則の例外には，個別適用除外と恒久的適用除外がある。いず

れもわが国の休日の振り替えないし変形休日制にあたるものである。ただし，

その対象・態様・条件が法定されている（Ｌ221-6)。

ｌ）個別適用除外

個別適用除外は，行政許可が必要であり，同一事業場従業員の一斉日曜休

日が公衆を害する可能性がある場合，又は事業場の正常な運営を妨げる場合

に適用されるものである。次の態様がある。

（a）日曜以外の一斉休日

（b）日曜日正午から月曜正午までの一斉休日

（c）日曜日午後の一斉休日（２週に１日の代償休暇付与を要する）

（d）交替休日
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いずれも許可は，個別的申請に基づき，県知事が，当該地域の市議会，商

工会議所，使用者団体および労働組合に諮問したのち，期間を限定し，許可

理由を付して行なう。また，観光地においても，知事が，同様の手続を経た

のち，保養施設などの従業員につき，観光期間中交替による休日取得を許可

することができる（1993年12月20日の法律)。このほか，日曜日が休日の小

売事業場については，市長が，関係労使組織の意見を聴いたのちに，年５回

まで，日曜休日を廃止することができる。この場合，労働者は，当該日前後

各２週間以内の代償休暇１日と100％の割増賃金を取得する。なお，工業的

企業については，週末勤務専門の補充班（週末労働班）の制度がある（し

221-5-1.50％の割増賃金)。

２）'恒久的適用除外

恒久的適用除外は，技術的理由から事業を中断することが不可能と認めら

れる事業場，又は公共の必要に応えるために週１日閉鎖することが不可能と

認められる事業場に適用されるものである。行政許可は必要ではないが，次

のように態様・対象が限定される。

（a）他の週日による交替休日

適用事業は，ファーストフード，ホテル，レストラン，飲物売店，煙草屋，

生花店，病院，ホスピス，浴場，新聞情報企業，劇場，博物館，レンタカー，

電気ガス水道，鉄道以外の陸運業航空運輸業，無線通信業（し221-9)，素

材が急速に劣化する産業，労働中断が製品の喪失又は価格下落をもたらす産

業，協約により経済的理由による継続労働が可能と定められた産業（Ｌ221

-10）などである。

（b）日曜日午後の休日

適用事業は食料品小売販売業である。２週に１日の代償休暇付与を要する

(し221-16)。

（c）分散休日

適用対象は継続炉又は継続操業工場の専門家（specialist）である。一定期

間内に継続24時間の休日が週の数だけ付与されることを要する。詳細はデク
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レIこより決定される（L､221-11)。

３法令違反の休日労働

以上，週休制の原則および日曜休日の原則とも，例外は限定的である。と

りわけ週休制の原則については，緊急労働など法定の事由・事業・職務につ

いてのみ例外が認められ，一般の事業・職務では，業務繁Ｉ忙に対応するため

の「異常な労働増大に対応するための休日労働」はまったく許されない仕組

みである。

時間外休日労働法制にかかわる法令違反の時間外休日労働は，刑事罰の対

象であることは前述のとおりであるが，労働者の時間外休日労働義務は法令

にしたがって使用者が決定した場合にのみ存在するので，使用者が法令に違

反して時間外休日労働を命じることはできず，労働者は当然それを拒否する
（４）

権利を有する（SOC,ｌ９ｊｕｉｎ1987,,.1988,somm､327)。使用者が，害l増賃

金や代償休暇を与えない場合も同様である。また，使用者が，労働協約の定
（５）

めlこ違反して時間外休日労働を命じる場合も同様である。

法令に違反する時間外休日労動が行われた場合，フランスの労動組合（使

用者団体も含む）は，それが代表する職業の集団的利益侵害について損害賠

償や違法行為の差止め（急速審理手続）を請求することができるいわゆる組

合訴権（し411-11）を使行して，使用者に法令遵守を強制することができ

るほか，付帯私訴制度を介して刑事罰の公訴権を始動することもでき，時間
（６）

外休日労動法制(よ労動組合によっても担保されている。

なお，政府は，1992年８月６日のデクレにより，休日労動規制の強化を狙

って，労動監督官が急速審理手続により，小売り・サービス業の違法日曜労

動の差止め・事業場閉鎖を求めることができるようにＲ262-1-1条を定め

たが，この規定は，コンセイユ・デタの1994年10月21日の判決により，デク

レ制定権限の範囲を免脱し，Ｌ６１１－１２条に違反する違法な規定であると判
（７）

断されてし､る。
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労働契約法制と休日労働

１時間外労働の義務的性格

長い間フランスでは，使用者が経営の一環として，時間外労働を含めて勤

務時間を一方的に決定してきたという歴史的経緯があるので，業務上の必要

性がある場合，時間外労働法制の枠内では，時間外労働の義務的性格はまっ

たく疑われていない。破段院判例（SOC､２０marsl961Dr・soc､1961,ｐ,424）

および行政解釈（大臣答弁。JOAssNale,Questions,２６f6vierl966）とも

これを確認するところであり，労働組合の労働法テキストもそれを強調して

いる。これまで使用者は，雇入れにあたり個別労働契約または就業規則に

おいて一般条項の形で時間外労働を行なう権利を留保してきたが，1982年

のオルー法以来，賃金・労働条件は就業規則の記載事項から排除されてお

り，現在，使用者の時間外労働決定は契約に基づく業務命令権（pouvoirde
（８）

direction）の一部であると構成するのが支酉B的である。

それゆえ，通常労働者は時間外労働を拒否することはできないが，労働者

が私生活との両立を考慮して個別契約で時間外労働をしない旨を特約したり，

労働契約締結の経緯から時間外労働をしないことが明らかな場合には，労

働者は時間外労働を拒否することができるのである（SoC27janvierl961，

BulLciv､1961,1V・ｎｏ125.)。たとえば，女子労働者が育児のために労働時

間を一時的に特約した場合である（Soc3juinl964,Bull・civ､1964,1V.ｎｏ

476)。このような場合，時間外労働拒否を理由に労働者を懲戒または解雇
（９）

に処することは違法であり，解雇'よ濫用的解雇となる。

また，労働者の健康状態を理由とする時間外労働拒否も正当である。病院

での手術後検査がある場合（Soc3mail962,BulLciv､1962,1V､ｎｏ396.)，

病院の予約という重大な事由があり突然の労働命令に応じることが物理的に

不可能な場合（SOC・ｌｌｍａｒｓ1964,,.1964,453.)，労働者の健康状態が悪

い場合（SOC､l1juilletl958,BulLciv､1958,1V・ｎｏ904.）などは，労働者
（10）

の拒否(よ正当であり，解雇は濫用的解雇とされている。
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しかし，このような場合以外は，時間外労働拒否は正当ではなく，解雇は

有効である（Ｓｏｃ２６ａｖｒｉｌ1979,,.19791.Ｒ,469;ＳＯＣ､３janvierl963,Ｄ、

l963somm､44.1979年４月26日の破段院社会部判決「腐敗しないように冷

蔵庫に保管されなければならない食料品トラックの緊急な荷降のために通常

の勤務時間を超えて労働日を１時間延長することを拒否することによって，

関係者は労働法典Ｌ,１２２－６条の意味する重大な過失（fautegrave）を犯し

た以上，使用者が解雇した倉庫係助手に解雇予告手当の支払いを命じた原判
（11）

決は破棄されなければならなし､｡｣)。

フランスでよく見られる，適法な時間外労働を拒否するだけで，ストライ

キの権利を行使し職業的要求を行なう真実の意思が欠けている「いわゆる残

業拒否スト）（unepr6tenduegrevedesheuressuppl6mentaires）も，たとえ

集団的労働停止であってもストライキ権の行使に属するものではなく，解雇
（12）

は有効であるとされている（ＳＯＣ､２１juin1989,,.1989,1.Ｒ､209.)。

２時間外労働と労働契約変更論

前節では，これまでの学説と判例の概要を述べたが，これを労働契約変更

論に即していえば，個別的合意により約定・変更し使用者が一方的に変更で

きない賃金や職務などの労働契約の本質的要素とは異なり，使用者の権威が

強いフランスでは，労働契約の締結にあたり，労働者は，労働時間などの非

本質的要素の変更については，労働法制の枠内において，使用者の決定（指
（13）

揮命令）のもとに服することIこ同意したと構成される。したがって，時間外

労働を拒否した場合，それは労働者の義務違反となり，訓告，戒告，出勤停
（14）

止等の懲戒処分が行なわれるｶﾐ，よりしばしば解雇が行なわれる。

時間外労働拒否は，欠勤などと同様に，それ自体は「重大または単純な過

失」（fautes6rieuseousimple）を構成するに過ぎず，それ自体では解雇事由

とするには足りない。解雇に関して使用者は，労働者に「真実かつ重大な過

失」（fauter6elleets6rieuse）があることを開示する義務を負い，労働契約

の遂行を困難にする重大な事由を客観的に証明しなければならない（し122
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-14)。具体的には，使用者は，当該時間外労働拒否とその企業に対する影
（15）

響の重大性を示して，過失の程度および性質を説明することlこなる。真実力､

つ重大な過失が証明されない場合，解雇は濫用的解雇となり，使用者は最近

６カ月の賃金相当額以上の賠償金を支払わなければならない（し122-14-4)。

また使用者は，解雇に先立って，労働者の召喚，面談による解雇理由通告・

労働者申立ての聴聞，１日の冷却期間後の解雇通告などの一連の解雇手続を

行なわなければならない（Ll22-14ets.)。

解雇される場合通常は解雇予告手当などの解雇補償金が支払われるが，使

用者は，時間外労働拒否は「重大な過失」（fautegrave）を構成するとして，

解雇予告または解雇予告手当なしに労働者を即時解雇することがある。判例

は，最近では，労働者による労働契約の非本質的変更の拒否については，解

雇予告つきの解雇だけを許容するものであり，時間外労働拒否が継続的に繰

り返し行なわれるなど，労働者に「非難すべき行動を繰り返す確固たる意思，

悪意又は強情」がある場合（encasdevolont6delib6r6e,demauvasefoiou

d，obstinationarenouvlerlecomportementr6pr6hensibre）にのみ「重大な過
（16）

失」を認定するようである（SOC､２５juinl992,Ｄｒ・socl992,ｐ､285.)。

３休日労働と労働契約変更論

この労働契約変更論は，休日労働にも適用になるものである。しかし，労

働者の休日労働義務は，学説・判例上ほとんど論じられていない。それは，

前述のようにフランスでは休日労働が労働法典上厳格に制限されているほか，

宗教的な意味合いから実際に休日労働はほとんど行なわれず，当然に労働契

約の本質的要素と考えられるということであると思われる。ただし，土曜日

の労働については争いがあり，これをめぐって労働義務が論じられている。

フランスでは土曜日は，法令上休日（reposhebdomadaire）にあたらず休業

日(unjourch6m6delasemaine）に過ぎず，したがって，土曜日の労働は時

間外労働となるが，週休二日制の普及のもと，土曜日の労働は社会的には体
（１７）

日労働と考えられてし､るからである。
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三土曜日労働の限界

フランスでは，土曜日の労働については，次のような判決が下されている。

１破段院社会部1987年７月２日の判決

本判決（SOC､２juilletl987,Ｄｒ・soc､1988,ｐｌ４２）は，使用者が，一方的

に，完全週休二日制から２週に１度土曜日に出勤するよう勤務時間を`恒久的
（18）

に変更することは契約の本質的変更Iこあたり，許されないとするものである。

一般に労働条件の変更が本質的であるか否かの区別は常に明確であるとは

限らないが，判例は，一般的意識などから本質的なものを客観的に探求する

方法と，契約締結時における当事者意思を探求して主観的に推認する方法の
（19）

併用lこより，本質的であるか否かを決定している。従来休日労働に労働契約

変更法理の適用があるか否かについて判例は明確でなかったが，本判決は，

それを肯定したうえで，完全週休二日制の変更も本質的変更にあたるとする

ものである。

「上告理由について。

㈱ベゲン・セイは，1981年に，1972年６月28日の企業協約の定める事項

の適用により1975年以来土曜・日曜日とも就労しない保守業務従業員の勤

務時間を変更し，２週に１度土曜日に就労することを要求した。

自動車技術者であるジロー氏は，新勤務時間に従うことを拒否し，旧時

間で就労し続け，不就労の土曜日の賃金をカットされた。

同社は，ジロー氏に控除された賃金を支払うことを命じた第一審判決

(ボルドー労働裁判所，1983年６月１日）に異議を申し立てる。すなわち，

……労働裁判所は，1972年６月28日のプロトコルを曲解しており，プロト

コルは労働者が完全週休二日制を享受することを保障しておらず，同社は，

プロトコル６条により，1972年10月から保守業務従業員の勤務時間を週五

日制に徐々に移行することを約定したにすぎない……というのである。
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しかし，事実審裁判官は，1975年以来適用されている勤務時間が，同社

と労働者を拘束する労働契約条件のひとつになっており，緊急の場合を除

き労働者に完全週休二日制の享受を保障すると認定したのち，勤務時間変

更は，この利益を廃止するものであり，……労働契約履行条件の正当でな

い本質的変更を構成すると判断した。

このような理由により，労働裁判所は，1972年６月28日の協約プロトコ

ルに依拠することなく，同社がジロー氏に勤務時間の変更を一方的に強制

することができないと決定することができた。……

それゆえ，上告理由のいかなるものも採用されない。

以上の理由により上告を棄却する｡」

２破段院社会部1991年５月16日の判決

本判決（マルチーヌ・フランソワ嬢対㈱ポワトゥー卵事件・ＳＯＣ・l6mai

l991,Droitsocial,1994,ｐ,863）は，勤務時間を`恒久的に変更するものでは

なく，労働者一人あたり年間18時間～24時間，交替で土曜日午後に出勤させ

る「制度化された」（syst6matique）時間外労働が問題となった事件である。

本判決は，時間外労働を一時的性格を有する契約変更（lecaractbreprovisoire

delamodification）として取り扱い，原判決が，制度化された時間外労働が

労働契約の本質的変更にあたるか否かを検討していないとして破棄・移送し

ている。

本件の事実の概要は次のとおりである。マルティーヌ・フランソワ嬢は，

1982年㈱ポワトゥー卵に包装工として雇用されたが，同社では，主要な顧客

のひとつである（売上の16％を占める）スーパーマーケットが，士曜日午後

はじめに注文し月曜日午前４時に配送を求めることに対応して商品配送準備

を行うために，何人かの労働者に交替で土曜日午後に出勤させる「制度化さ

れた」時間外労働を採用していた。同嬢は，しばしばこれを拒否し，二度の

證責と一度の出勤停止を受けたにもかかわらずさらにこれを拒否したので，

1989年１月28日に即時解雇された。
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フランソワ嬢は，真実かつ重大な解雇事由がないとして濫用的解雇の確認

と解雇補償を求める訴えを提起した。ポワチエ労働裁判所は，同年５月24日

の判決において，解雇は真実かつ重大な事由により正当であるとして解雇は

認めたが，労働者の重大な過失を理由とする即時解雇を認めず，解雇予告手

当などの解雇補償の支払いを命じた。双方とも控訴したが，ポワチエ控訴院

は，1989年７月６日の判決により，フランソワ嬢は重大な過失により正当に

解雇されたとして即時解雇を認め，同嬢の請求をすべて棄却した。同嬢は破

段院に上告した。

「上告理由について。……

1982年６月７日に㈱ポワトゥー卵に包装工として雇用されたフランソワ

嬢は，月曜日朝の配達を準備するために土曜日に交替で労働に来ることを

何度も拒否したということから，重大な過失を理由に1989年１月28日に解

雇された。

労働者による解雇予告手当と真実かつ重大な事由のない解雇の損害賠償

の請求を棄却するにあたり，控訴院は，企業が月曜日朝の重大な顧客に対

する商品配達を行うために何人かの労働者に交替で土曜日に時間外労働を

行なわせることを余儀なくされており，女子労働者がこの命令に従うこと

を拒否することは企業の秩序を乱すものであり，重大な過失を構成する紛

れもない秩序不遵守行為であると認定している。

かかる判決を下した控訴院判決は，強制された時間外労働の制度化され

た性格が関係者の労働契約を本質的に変更する効果を有するものであるか

否かを検討しておらず，法的基礎を欠くものである。……

以上の理由により，当事者間のポワチエ控訴院1989年７月６日の判決は

全部破棄・無効とする｡」

３破段院社会部1991年11月27日の判決

本判決（SOC､２７nov・ｌ９９ＬＤｒ・ＳＯＣ､1992,ｐ､334）は，土曜日の臨時的な



フランスの休日労働(山崎）７５

出勤が問題となった事件である。しかも，労働者側が私生活の権利を主張し

た事件である。本判決は，土曜日の臨時的時間外労働は労働者の職務上の義

務であるとし，民法典９条により認められた労働者の私生活の権利（droit
（20）

aurespectdesaviepriv6e）を侵害するものでl士ないとしている。

「上告理由について，

原判決（パリ控訴院，1988年６月24日）と訴訟手続によれば，ジャン・

ピエール・フェロン氏は，1978年９月11日に㈱ラルース書店に雇用された。

同人は，1980年１月１日からシステムエンジニアとなった。同社は，同人

が1986年３月８日±曜日の新しいコンピュータ搬入に際して職場に出勤し

なかったという理由で1986年３月１８日に同人を解雇した。

原判決が同人の理由のない解雇に関する補償請求を棄却したことに対し，

異議が申立てられている。上告理由によれば，民法典９条は私生活を守ら

れる個人の権利を認めており，契約上定められた労働日および勤務時間以

外において，労働者は自由にその時間を用いることができなければならな

い。控訴院は，使用者は，特別の必要性を理由として，特定の日に労働者

の出勤を要求する権利を有し，労働者は不可抗力を証明した場合にのみ義

務を免れないという原則を定めつつ，使用者のために，労働者の私生活に

干渉する優先的かつ絶対的な権利を認め，私生活保護の原則と上記条項に

違反した。ともかく，フエロン氏は，第一審判決官の事実認定と審理中に

提出された証拠に基づき，当日同人の出勤は不可欠ではなかったと主張し

た。控訴院は，これに関する同人の申立てに答えず，……答弁を怠り，新

民事訴訟法典455条に違反し，判決を汚した。仮に命令が正当であるとし

ても，使用者の命令を拒否することは，事件の状況により正当化され，い

かなる過失もない。控訴院は，フエロン氏の欠勤が，娘の重大な疾病状態

という特別な家族的事情によると理解できると認定したにもかかわらず，

真実かつ重大な解雇事由となる過失があると判決し，認定事実から法的結

論を導きだしておらず，労働法典Ｌ・’22-14-4条に違反する。新コンピュ
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一夕の据付日が３月７日及び８日と決定されたのは１月27日になってから

であり……同人は，３月３日から，止むを得ない理由によって８日土曜日

は出勤することができない旨を上司に通告しており，上司が翌日の出勤を

要求したのは７日午後冒頭であるということは争いのない事実である。こ

の事実から，最後の瞬間まで翌日出勤することを命じられた同人は，病気

の子供の看護を手配する時間を有しなかったといえる。控訴院は，出勤す

るためにあらゆる手段を尽くすことは当日の数カ月前から通告されていた

フニロン氏の役目であると認定し，……申立てに対する答弁を怠り，新民

事訴訟法典455条に違反し，再び判決を汚したというのである。

しかし，控訴院は，システムエンジニアであるフエロン氏が，この任務

を数カ月前から予告されていたにもかかわらず，情報機器の作動を確保す

るために土曜日に出勤することを拒否したと認定している。同労働者の職

務上の義務の範囲内にある使用者の要求は，同人の私生活を侵害するもの

ではない。判決は正当である。

以上の理由により上告を棄却する｡」

４リモージュ控訴院1994年２月９日の判決

本判決（Coursd,appeldeLimoges9f6vrierl994,Ｄｒ・ｓｏc､1994,ｐｐ８６１

ｅｔｓ.）は，破段院社会部1991年５月16日の判決（マルチーヌ・フランソワ嬢

対㈱ポワトゥー卵事件）により破棄・移送を受けた事件である。本判決は，

週休二日制のもとで，労働者が休日の権利（sesdroitsareposhebdomadaire）

を享受することができる土曜日午後に，通常の業務のために制度化された時

間外労働を強制することは労働契約の本質的変更にあたり，労働者の同意な

くこれを行なうことはできないとしている。本質的変更であることを基礎づ

けるために，土曜日についても法定休日と同様に週休制の権利を認めた点は，

破段院社会部1987年７月２日の判決と異なる点である。

｢フランソワ嬢は，……解雇は重大な過失からも真実かつ重大な事由から
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も生じたものではないと判断すること及び第一審で認められたものに加え，

真実かつ重大な事由のない解雇の補償を支払うことを㈱ポワトゥー卵へ命

じる旨を求める。

他方，㈱ポワトゥー卵は，……フランソワ嬢が市場の状況により課され

る経済的必要性を考慮せず，企業及び他の労働者に対して純粋に個人的に

自己に都合がよいことを強制する意思を表明していることを考慮して，本

件が重大な過失にかかわる問題であるとの判決，及び，予備的に，少なく

とも真実かつ重大な解雇事由をなす過失にかかわる問題であるとの判決を

求める。……

以上により，

企業における時間外労働の問題に関する一般的な法的経済的考察のレベル

では，法律による労働時間決定と非常に重大な不完全雇用の事態により特

徴づけられる現在の脈絡において，使用者が，労働協約又は企業協約の枠

外において〔Ｌ221-10による交替休日の場合と思われる……筆者〕，及

び，例外的かつ緊急な生産負荷の状態の場合以外において，企業の平常か

つ通常の作用の枠内に属する義務の達成のために，時間外労働の実施を従

業員に強制しようとすることは認めがたいことである。

これらの考察は本件の要素にかかわるものであり，フランソワ嬢の場合

に，……定期的に時間外労働を行ない，企業が必要とする場合における日

曜日朝の「就労』原則〔同上〕をすでに受け入れていることを確認すべき

である。

かかる場合に，労働者が通常休日の権利を享受することができる週の一

時点において，年間１８時間ないし24時間の時間外労働を強制する使用者の

意思は，労働契約の本質的要素の一方的変更であることは否定しがたいこ

とである。

上記の一般的考察，および，特に㈱ポワトゥー卵は，他に可能性なく市

場を失う危険性があり月曜日午前４時配達の注文の準備作業を土曜日午後

に行なわなければならないという緊急の必要性を真実に証明していないこ
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とにより，土曜日午後に時間外労働を行なうことを拒否したフランソワ嬢

はいかなる非難も受けるべきものではなく，解雇は結局真実かつ重大な事

由を欠くものと認められなければならない。……

以上の理由により，本院は，……

マルティーヌ゛フランソワ嬢が与えられる種々の補償については，１９８９

年５月24日のポワチエ労働裁判所の判決を確認する。

加えて……判決する。……

㈱ポワトゥー卵は，……フランソワ嬢に対し……３万5206フラン80サン

チームを支払わなければならない｡」

５土曜日の労働義務

我々は，以上の判例から，土曜日の就労について，次のことを引き出すこ

とができる。すなわち，完全週休二日制は労働契約の本質的要素であり，休

日の権利により基礎づけられ，使用者が一方的かつ恒久的に変更できるもの

ではないこと，しかし，臨時的に土曜日の労働を行なうことは労働者の職務

上の義務であり，労働者の私生活を侵害するものではないこと，だが，企業

の平常かつ通常の作用の枠内に属する業務を処理するために士曜日に制度的

に時間外労働を行なわせることは契約の本質的変更として原則的に許されな

いことである。

四むすびにかえて

わが国の労働基準法は，週休制を採用しているが（35条)，日曜休日の原

則を採用しておらず，四週四日の変形休日制が可能であるほか（同条２項)，

行政解釈上休日の振替えが就業規則の規定により可能であるとされ（昭２３。

４．１９基収1397号，昭６３．３．１４基発150号)，判例もそれを支持することか
(2,）（22）

ら，フランスなどの西欧諸国と比べるとかなり緩やかな週休規市Uである。し

かも，労働基準法は，休日労働も時間外労働と同じく，「異常な労働増大」
（23）

など休日労働事由を限定してｵSらず，使用者が，当該事業場の労働者の過半
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数を組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との書面による労使協

定（三六協定）を締結し，（｢労働させることができる休日」則16条１項)，

労働基準監督署に届出た場合は，休日労働をさせることができるとしている

ところから（36条)，休日労働もかなり緩やかな規制のもとにある。この点

について，時間外労働も休日労働も基本的に法的な差異はなく，支払わなけ

ればならない割増賃金の割増率のみが法令上異なるにすぎない（37条１項。

時間外25％，休日35％)。ただし，日立製作所事件最高裁判決（最一小判平

３．１１．２８労判594）は，私法上の時間外労働義務について，「当該就業規則

の規定の内容が合理的なものであるかぎり，それが具体的労働契約の内容を

なすから，右就業規則の規定の適用を受ける労働者は，その定めるところに

従い，労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負う」と判示して

おり，おのずから休日労働と時間外労働では合理性の内容に差異があるもの

と思われる。

わが国では，労働者に確実に休日を確保するためには，まず，このような
（24）

緩やかな週休規制と休日労働規制が改正されなければならないが，立法的lこ

は，ようやく平成６年４月１日から法定休日労働の割増賃金率が，時間外労

働と区別して，３５％に引き上げられたばかりである。元来宗教的安息日の観

念がないわが国においては，週休二日制も普及過程にあり，休日確保は「道

遠し」の感がないではないが，高密度・高ストレス労働が一般化している現

在，労働者に日常の休息を確保することが重要になってきていることを確認

し，立法改正を推し進めると同時に，最高裁のいう合理性の内容を休日労働
（25）

についてはより厳格lこ解釈することが必要であろう。

（１）休日労働に関する最近の研究としては，小嶌典明「法定外休日（土曜出勤）

と時間外労働」阪大法学43巻４号1237頁以下がある。

（２）フランスでは，1919年４月23日の法律以来，①「急迫した事故の防止等のた

め緊急労働に対応するための時間外労働」（わが国労基法33条１項災害時の時

間外労働に相当)，②「国防または公役務のための時間外労働」（同33条３項に

相当)，③「異常な労働増大に対応するための時間外労働」（同36条に相当)，

および④1946年２月25日の法律により戦後復興のために設けられた「生産増大
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のための時間外労働」の四つの時間外労働概念が規定されていたが，「生産増

大のための時間外労働」概念は1982年に廃止された。本稿では，③「異常な労

働増大に対応するための時間外労働」を中心に時間外労働を考える。時間外労

働の概念については拙稿「フランスの時間外労働と労働協約」季労159号168頁

以下を参照。

（３）フランスの休日・時間外労働に関する規定の概観については，野田進「フラ

ンスの労働時間制度」山口浩一郎ほか編『変容する労働時間制度一主要五カ国

の比較研究』日本労働協会，1988年，188頁以下を参照。その後，1993年11月

１９日の雇用五カ年法により日曜休日の原則の適用除外について－部変更があっ

たことや，週42時間を超える時間外労働の代償休暇の割合が20％から50％に引

き上げられたことなどについては，上野光「雇用五カ年法による労働時間規定

の改正」労働法学研究会報1957号22頁以下を参照。

（４）1987年６月19日の破設院社会部判決「適法でない時間外労働をこれからは行

なわない，そして，予告された日にいかなる解決も見いだせない場合ストライ

キを行なうという決定を，最初に次いで６日後に，企業長に通告したと主張す

る労働者の申立て，すなわち労働停止にストライキの性格を付与する性質の申

立てについて説明することなく，一斉の労働停止はストライキを構成するもの

ではなく不正規の欠勤であるという理由で，労働者の濫用的解雇補償の請求を

棄却した原判決を棄却する」

（５）JeanMouly:Lerefusdusalari6d,accomplirdesheuressuppl6mentairesDr､ＳＯＣ、

１９９４，ｐ８５８．

（６）最近の判例としては，違法に日曜営業したパン屋の日曜営業差止めを使用者

団体が堤訴し認められた例がある（SOC､２５occt・’994,Ｄｒ・ＳＯＣ・’995,ｐ､５４Ｊ。

このほか，パリの英国系大型店舗「ヴァージン・メガストア」（レコード・Ｃ

Ｄ・書籍販売）の違法日曜営業の経緯がわが国にも報じられている（産経新聞

1993年８月23日)。

（７）この問題の経緯に関しては，FranQoisFavennec-Hery:Rigueuretincertitudes

duprincipedureposdominical,Ｄｒ・SOC、1993,ｐｐ３３６ｅｔｓ.およびCirculaireD

RT､９４/l7dul5d6cembrel994,Ｄｒ､ouvrierl995,ｐｐ・ｌ６３ｅｔｓ・を参照。

（８）詳しくは前掲拙稿174頁以下およびJ・Mouly,ｏｐ.ｃit・ppB57ets・を参照。

（９）わが国においてもパートタイマーについてはこのような特約が認められるし

（パートタイム労働指針および同雇入通知書を参照)，育児休業法10条勤務時間

の短縮等の措置（同法施行規則20条３号）の定めによっても同様のことが可能

である。

(１０）わが国にも同様の判例がある。トーコロ事件（東京地判平６．１０．２５労経速

1546．眼精疲労により労働者が時間外命令に従わなかったことには相当な理由

があるとするもの)，相互製版事件（大阪地決平２．６．１５労判565．慢性腎不

全により夜間人工血液透析療法を受けるため週二回残業ができなくなるほかは

勤務に支障がない労働者に対する業務に耐えられないことを理由とする普通解
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雇を無効とするもの)。学説も，このような事情がある場合の時間外労働の強

行を時間外労働命令権の濫用と解している（東京大学労働法研究会『注釈労働

時間法』有斐閣，1990年，458頁)。

(11）1963年１月３日の破穀院社会部判決「祭日前夜30分早く勤務につき，９時間

４５分労働し，婦人客を取ることを拒否して，１９時前に事業所を退出した女子美

容労働者の犯した過失は，たとえ解雇を正当化するとしても，使用者の非難に

もかかわらず，慣行上の解雇予告手当の権利を奪うに十分な重大性を有するも

のではない｡」

(12）1989年６月21日の破段院社会部判決「労働者のストライキを行なう権利は，

その内容として，自己の要求する条件でかつ労働契約の定めるものと別個の条

件で労働することを許すものではない。今後の三土曜日に時間外労働を行なう

旨の企業幹部の決定ののち最初の土曜日に労働を行なわなかった労働者につい

て，労働者が命じられた時間外労働を行なうことを免れた以上，この労働停止

は懲戒することができないストライキを構成すると判定した原判決は，労働法

典Ｌ、521-1条に違反するものであり破棄を免れない｡」

フランスにおいては，ストライキの観念は非組織的であり，ストライキの権

利は労働者個人に属する権利と観念されており，その行使に労働組合の関与を

必要としないからかようなことが生ずると思われる。わが国では，他の目的達

成のための時間外・休日労働拒否闘争があるが，このような拒否闘争は存在し

ない。フランスの非組織的ストライキ権概念については，拙稿「フランスにお

けるストライキ権の主体」法律論叢58巻４．５号108頁以下を参照。

(13）労働契約変更論について詳しくは拙稿「フランスの労働協約と賃金・労働条

件の変更」労旬1231.32号55頁以下および前掲拙稿「フランスの時間外労働と

労働協約」174頁以下を参照。

(14）フランスにおける時間外労働拒否に対する懲戒処分については，拙稿「フラ

ンスにおける懲戒権」季労177号（近刊）を参照されたい。

(15）わが国にも同様の判例がある。理研精機事件（新潟地長岡支判昭５４．１０．３０

労判330．時間外労働拒否が経営秩序違反になるかどうかの判断については，

「使用者の残業を求める臨時の必要性と労働者側の残業を拒否する理由の相当

性との比較において，個々具体的に検討されるべきものと考える｣)。

(16）YvesChauvy:Lerefusd，unemodificationnonsubstentielleducontratdetravail：

licenciementparl,employeuretimputabilit6delaruptureausalari6Dr・ＳＯＣ・’９９２，

ｐ､８２３；LMouly,ｐｏ､Cit.ｐ､857．

わが国でも，一回の残業拒否は軽微な懲戒事由に過ぎず，時間外労働拒否の

反復や懲戒処分の際に始末書の提出を求められたにもかかわらずそれを拒否す

るなど「悔悟の見込みがない」と判断される場合にのみ解雇が有効とされてい

る（大久保精機事件・神戸地判昭３８．８．１３労民集14-4，嶺工業事件・東京高

判昭４７．９．２９判時688，日立製作所事件・最一小判平３．１１．２８労判594)。

(17）フランスにはメーデーと元旦からクリスマスまで10日間の祭日（joursf6ri6s）
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が定められている（Ｌ222-1)。メーデーは，法定の有給休業日（lejourf6ri6

obligatoirementch6m6etpay6）で，運輸業，継続炉工場，病院，ホテルなど

事業の性質により労働を中断することができない事業場・サービスについての

み適用除外が認められているが（賃金一日分の補償を要する。Ｌ222-6)，１０

日間の通常の祭日（lesjoursf6ri6sordinaires）についてはそのような規定はな

い。通常の祭日は，職業慣行や労働協約によりすべての事業場で幅広く休業日

（lesjoursf6ri6sch6m6s）とされているが，通常の祭日における就労も時間外

労働の問題となる。

(18）JeanSavatier：Modificationunilateraleducontratdetravailetrespectdesenga-

gementscontractuelsDr､ＳＯＣ､1988,ｐｐ・l37ets.

(19）詳しくは前掲拙稿「フランスの労働協約と賃金・労働条件の変更」５６頁を参

照。

(20）JeanSavatier：Protectiondelaviepriv6edessalari6s,Ｄｒ､SOC､1992,ｐ331．

民法典９条「各人は私生活を尊重される権利を有する。裁判官は，私生活に対

する侵害を防止又は停止するために適切な，寄託，差押えその他あらゆる措置

を命じることができる。但し，このことは損害賠償を妨げるものではない。こ

の措置は緊急の場合は，急速審理手続によることができる｡」（1970年７月17日

の法律)。

(21）三菱重工横浜造船所事件・横浜地判昭５５．３．２８労判339，黒川乳業事件・

大阪地判平５．８．２７労判643゜ただし，内山工業事件岡山地裁判決（岡山地

判平６．４．２８労経速1552）は，就業規則の「会社は，業務の都合その他やむ

を得ない事由によって臨時に必要がある場合は，前条の休日を他の日に振替変

更することがある」との規定にいう「臨時の必要」に該当するものとはいえな

いとして休日振替を否定した判決であり，休日振替に内在的制約がないわけで

はない。

(22）フランス以外の諸国の休日労働法制については山口浩一郎ほか編前掲書を参

照。

(23）ＩＬＯ１号条約は，「業務繁忙なる特別の場合」に時間外休日労働事由を限定

していることや諸外国の事情については，東京大学労働法研究会前掲書406頁

以下を参照。また，ドイツにおいても休日労働ができる場合が法律により限定

されていることについては，小俣勝治・藤原稔弘訳「ドイツにおける労働時間

法の統一と柔軟化に関する法律（労働時間法規法)」労旬1354号，１７頁以下を

参照。

(24）労働基準法は，当初33条１項において，災害時等の場合に「労働時間を延長

することができる」と定め，休日労働ができない内容であったことについては，

松岡三郎『労働法の理論と闘争』労働経済社，1952年，316頁以下を参照。

(25）法定休日労働につき，学説には，労働契約の解釈として時間外労働と休日労

働を分けて考えるべきで，週休二日制を普及させる時短を推進しようとの改正

労働基準法の法律政策，労働者の生活に与える実際上の影響の時間外労働との
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違い，実務界での休日尊重の意識に照らして，休日労働の場合は，就業規則な

どの包括的な規定は将来休日労働があり得る旨の告知としての意義しかもたず，

就業規則などに具体的に日を特定した休日労働義務の規定が存在する場合や個

別労働者との個別合意があって初めて労働契約上の休日義務が生じるとするも

のがある。この説は法定外休日についても同様に解している（東京大学労働法

研究会前掲書458頁以下)。

法定外休日労働については，東洋鋼板事件（広島高判昭４８．９．２５労旬849,

最二小判昭53.11.20労判312）があり，「休日出勤を指定された者が出勤しな

い場合は欠勤として取扱う。但し，右の者が出勤しないことについて巳むを得

ない事情があると所属係長において，原則として事前に，認めた場合にはこの

限りではない｡」旨の就業規則の規定は，「労働者は，その休日に出勤しないこ

とについて巳むを得ない客観的事情があるときは，右休日労働義務を免れるこ

とができる旨定めたものと解すべきである｡」としている。
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